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「フグの衛生確保について」の一部改正について 

 

 

フグの取扱いについては、「フグの衛生確保について」（昭和 58 年 12 月２日付け環

乳第 59 号厚生省環境衛生局長通知）及び「フグの衛生確保について」（昭和 58 年 12

月２日付け環乳第 59 号厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知）（以下「局長通知等」と

いう。）により取り扱っているところです。 

平成28年４月、養殖トラフグの肝臓の可食化に関する佐賀県からの提案内容について、

厚生労働省から内閣府食品安全委員会に対し、「佐賀県及び佐賀県内事業者が提案する

養殖から提供まで管理された方法により取り扱われる養殖トラフグの肝臓」に係る食品

健康影響評価の依頼を行い、平成29年３月28日、同委員会から、別添のとおり食品健康

影響評価が答申されました。同委員会の評価書では、提案された方法による毒性検査等

では、局長通知別表１及び別表１の２に掲げる種類のフグの可食部位以外の部位である

肝臓について、食品としての安全性の確保が確認できない旨等の記載がなされました。 

当該評価の結果等を踏まえ、局長通知等を別紙のとおり改正しましたので、その取扱

いについて遺漏のないよう配意いただくとともに、関係者への周知方よろしくお願いし

ます。 
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「フグの衛生確保について （昭和 年 月 日付け環乳第 号厚生省環境衛生局長通知）の一部改正新旧対照表」 58 12 2 59
（下線部分は改正部分）

新 旧

１ フグについて食品衛生法第６条第２号の運用を全国的に統一する観 １ フグについて食品衛生法第４条第２号の運用を全国的に統一する観

点から、有毒部位の除去という処理により人の健康を損なうおそれが 点から、有毒部位の除去という処理により人の健康を損なうおそれが

ないと認められるフグの種類及び有毒物質の程度により人の健康を損 ないと認められるフグの種類及び有毒物質の程度により人の健康を損

なうおそれがないと認められる部位（以下「可食部位」という ）並 なうおそれがないと認められる部位（以下「可食部位」という ）並。 。

びに長期間塩蔵という処理により人の健康を損なうおそれがないと認 びに長期間塩蔵という処理により人の健康を損なうおそれがないと認

められる部位をそれぞれ別表１及び別表１の２並びに別表２のとおり められる部位をそれぞれ別表１及び別表１の２並びに別表２のとおり

定めたこと。 定めたこと。

これに伴い、今後は、別表１及び別表１の２に掲げる種類のフグの これに伴い、今後は、別表１及び別表１の２に掲げる種類のフグの

可食部位以外の部位並びに別表１及び別表１の２に掲げる種類以外の 可食部位以外の部位並びに別表１及び別表１の２に掲げる種類以外の

種類のフグ（別表１の注２本文で定める海域以外で漁獲されるフグ及 種類のフグ（別表１の注２本文で定める海域以外で漁獲されるフグ及

び同表注２ただし書により同表が適用されないフグを含む。以下同 び同表注２ただし書により同表が適用されないフグを含む。以下同

じ ）又はその部位は、次の場合を除き、販売等が認められないもの じ ）又はその部位は、次の場合を除き、販売等が認められないもの。 。

であること。なお、次の（１）及び（２）で示す場合のうち、個別の であること （新設）。

毒性検査により有毒でないことを確認しようとするときは、当該検査 (１) 別表１及び別表１の２に掲げる種類のフグの可食部位以外の部

の方法、検査対象部位等について、厚生労働省医薬・生活衛生局食品 位にあっては、個別の毒性検査により有毒でないことを確認した

監視安全課にあらかじめ協議されたい。 上で販売等する場合又は別表２の塩蔵処理を行った上で、若しく

(１) 別表１及び別表１の２に掲げる種類のフグの可食部位以外の部 はその原料として販売等する場合

位にあっては、個別の毒性検査により有毒でないことを確認した

上で販売等する場合又は別表２の塩蔵処理を行った上で、若しく (２) 別表１及び別表１の２に掲げる種類以外の種類のフグにあって

はその原料として販売等する場合 は、個別の毒性検査により有毒でないことを確認された部位を販

売等する場合

(２) 別表１及び別表１の２に掲げる種類以外の種類のフグにあって なお、 一般消費者に対して未処理のフグを販売することは、その適

は、個別の毒性検査により有毒でないことを確認された部位を販 正な処理を期し得ないことから、食品衛生法第４条第２号ただし書に

売等する場合 定める場合に該当しないものとして取り扱われたいこと。

なお、 一般消費者に対して未処理のフグを販売することは、その適

正な処理を期し得ないことから、食品衛生法第６条第２号ただし書に

定める場合に該当しないものとして取り扱われたいこと。

別紙
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「フグの衛生確保について （昭和 年 月 日付け環乳第 号厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知）の一部改正新旧対照表」 58 12 2 59
（下線部分は改正部分）

新 旧

１ フグについて、これまでに得られた知見等を基に可食部位等を明ら １ フグについて、これまでに得られた知見等を基に可食部位等を明ら

かにしたことに伴い、今後は、次に掲げるフグ又は部位は、食品衛生 かにしたことに伴い、今後は、次に掲げるフグ又は部位は、食品衛生

法第６条第２号本文に該当し、かつ、同号ただし書に該当しない食品 法第４条第２号本文に該当し、かつ、同号ただし書に該当しない食品

として販売等が認められないものとして取り扱われたいこと。 として販売等が認められないものとして取り扱われたいこと。


